大阪府、堺市の両教育委員会が実施する免許法認定講習は、相互に受講することができます。

堺市教育委員会が実施する認定講習に申し込む際には、大阪府教育委員会を通じて申し込んでください。

(1) 受講申込手続
　　堺市教育委員会が指定する受講申込書を用いてください。

(2) 申込方法

１　窓口申込み
　　　大阪府教育委員会（教職員企画課財務・免許グループ）の窓口に必要書類を直接お持ちください。
（月曜日から金曜日の平日　午前９時30分から正午、午後１時から午後5時30分まで）
 ２　郵送申込み
　　　封筒の表に「堺市認定講習申込」と朱書きし、提出期限必着で大阪府教育庁教職員企画課財務・免許グループあてに必要書類を送付してください。
　　　(逓送便により送付しないでください。）
(3） 必要書類

①受講申込書の原本　②受講申込書のコピー１部　
③返信用封筒（長形３号の封筒に110円切手を貼り、受講申込者のあて先を明記したもの）
(4)  受講可否の通知

　　 堺市教育委員会が実施する認定講習の受講の可否の通知は、大阪府教育委員会から行います。　
(5)  受講申込締切日
　　 令和８年７月１日(水)必着とします。　　
	【問い合わせ先】

大阪府教育庁教職員室

教職員企画課財務・免許グループ　担当 村上・藤家
住所 〒540-8571大阪市中央区大手前3丁目2-12別館5階
電話 06-6944-6180  FAX 06-6944-6897


　　　　
